
042-399-3211

久米川
補聴器

専門店
サンタ

イム

ご相談・試聴貸出いつでも無料

出張相談承ります
認定補聴器専門店 メーカー各種取扱い

おかげさまで30年おかげさまで30年

0120-51-4133
久米川駅南口徒歩1分　東村山市栄町2-21-3

木曜定休　◯有　　　　　　　　 モザーク通り石山ビル1階P

　気候変動の影響でしょうか、記録的な少雨や全国的な山林火災の多発が続い
ています。残念ながら市内でも火災が相次いでおり、今年の元日に市内で起きた
住宅火災は、都内で一番最初の発生だったといいます。
　5月も比較的火災が多い時期と聞きます。東京消防庁では、住宅内の各居室や
台所、階段への住宅用火災警報器の設置を推奨しています。機器は電池で作動
するものですので、いざという時のために、電池切れがないか等の動作確認・点
検を時々されてみてはいかがでしょうか。

　3月1日号2面掲載の募金運動・義援金報告の記事におきまして、一円貨募金の金
額に誤りがありました。正しくは「3,525,878円」です。お詫びして訂正いたします。

木村 隆（野口町）

大熊鎭成様、千葉イチ様、藤原澄子様、横山孝子様、
（一社）東京都トラック協会多摩支部第六地区青年部様、
かどや建設株式会社様、東村山市立秋津小学校様、
ミニ喫茶はぎ 参加者様、武蔵野友の会様、
明治学院中学校・東村山高等学校PTA様、
JA東京みらい東村山地区女性部様、匿名10件

株式会社ルプラス様　生理用品

社協新規会員の
ご紹介

（令和8年2月～３月）
【個人会員】 33名

寄付者ご芳名（令和8年２月～３月）

合計 1,425,778円

ありがとうございます

毎月定額寄付者の
ご紹介

小林　喜博　様
匿名　4名

　毎年12月の障害者週間とともに、障がいに対する理解と
関心を広めるため、「障害者週間・福祉のつどい」を開催して
います。
　実行委員の皆さんは、多くの参加者に楽しみながら障がい
のことを知って頂けるよう、企画を実施します。特別な資格や
経験、年齢は問いません。どなたでもお待ちしています。

　万が一の時に自分や家族を守り、東村山を支えるための防災の基礎を学び、地域で活動する
ための講座です。災害時は地元（住民・地域性・ネットワーク）をよく知るあなたの力が必要です！
ボランティア初心者でも大丈夫。皆さまのご参加をお待ちしています。

■対　象：東村山市在住・在学・在勤の高校生以上の方で、全てのカリキュラムに参加できる方
■定　員：２５名（事前申込みが必要・先着順）
■参加費：1,800円(資料・保険代)
■会　場：社会福祉協議会地域福祉活動室　他
■その他：全回受講された方に、修了証及び“地域防災サポーター”缶バッジをお渡しします。
■申込み：５月１日（金）9時より、電話・メールでボランティアセンターへ
　　　　  ☎042-396-1533　メール vc@hm-shakyo.or.jp(申込みの際には、お名前・住所・電話番号をお知らせください)

今年で3年目を迎える東村山市第6次地域福祉活動計画｡
右記４つのアクションチームが様々な活動を進めています｡
子ども・若者の力をまちづくりに！つながりを実感できる東村山を
目指して、一緒に活動しませんか。

【アクションチ―ム】
①子ども・若者×『活躍』　
②子ども・若者×『居場所・交流』
③子ども・若者×『防災・防犯』
④『広報・活動支援』

【問合せ】
東村山市第６次地域福祉活動
計画担当（社会福祉協議会内）
☎０４２‒３９４‒６３３３

外国にルーツを持つ親子との交流会を行いました。
東村山市内には約4500人の外国にルーツを持つ方が暮らしています。言葉の壁は、教育や子育て、医療や福祉サービスなど生活に
欠かせない情報へのアクセスの難しさにもつながっています。こうした課題を解決していくためには、文化や言葉の違いを超えて交流
できる場を広げ、互いに支え合える関係を地域の中に築いていくことが大切だと考えています。

　昨年の障害者週間・福祉のつどいは、東村山高校ビームライフル
部をはじめとする多くのボランティアの皆さまのおかげで成功を収め
ました。
　今年もより多くの市民の皆さまがこのイベントに参加・
協力して頂ければと考えています。
　決して難しいことはありません。一緒に行動しませんか？

昨年度実行委員長より

　昨年度の障害者週間・福祉のつどいは、東村山高校
ビームライフル部をはじめとする多くのボランティア
の皆様のおかげで成功を収めました。
　来年度は、より多くの市民の皆様がこのイベントに
協力して頂ければと考えています。
　決して難しい事はありません、優しさと、少しだけの
勇気ある決断を望みます。

令和７年度実行委員長より

障害者週間・
福祉のつどい 実行委員

募集期間 ： ６月末まで
問合せ ： まちづくり支援係 ☎042-394-6333
　　　　メール machi@hm-shakyo.or.jp

障害者週間･
福祉のつどい
キャラクター

「つなぎんぼ」

▲市役所前販売 ▲パネル、作品展示 ▲ビームライフル体験

 

日　時

①

②

③

④

⑤

テーマ／内容
５月１６日（土）

午後1時30分～４時30分

５月23日（土）
午後1時30分～4時30分

５月30日（土）
午後1時30分～4時30分

6月6日（土）
午後1時30分～4時30分

6月１3日（土）
午後1時30分～4時30分

講義／今求められる地域防災の視点①
講師：蓑田圭二氏（１級危機管理士）

実践／防災まち歩き
～防災の視点でまちを見つめてみよう～

講義／今求められる地域防災の視点②
講師：蓑田圭二氏（１級危機管理士）

講義／今求められる地域防災の視点③
講師：蓑田圭二氏（１級危機管理士）

私たちにできる地域防災の実践例
地域防災団体

※内容は変更になる場合があります

募集

防災力アップ講座あなたの力が
東村山を救う

ちから

進行中！！

WE♥東村山プランWE♥東村山プラン東村山市第６次
地域福祉活動計画
東村山市第６次
地域福祉活動計画

おにぎり つくって たべて あそぼう!
居場所・交流チームの取り組み

大学での学びを
交流会で活かせたのは
とても嬉しかったです

貴重な体験を
ありがとうございました
次回も参加したいです

▲自分で握ったおにぎりを食べました ▲日本の遊びを一緒に楽しみました ▲日本で暮らす工夫をお聞きしました

家だと
野菜を食べないのに
皆で食べる事が
いいみたい

子どもが
皆と一緒に遊べて
うれしかった

折り紙を
教えてもらったよ

ボランティアの
大学生

参加者

おにぎりと
けんちん汁
お漬物

▲防災まち歩きの様子

・災害ボランティアの話を伺えてよかったです
・まち歩きから、まちの中に“防災”があること
を実感できました
・自分の家の備蓄品を再点検から始めます
・自治会の防災担当となり、防災の知識や活動
のヒントになりました
・市内の地形や気象
などを詳しく知るこ
とができ、いざ災害
が起こった時の想定
ができました

これまでの参加者の声

お詫びと訂正

大切に使わせていただきます
令和７年度寄付総額 ８,１７３,２４８円

編集／福祉だより編集委員会　発行／社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会　〒189-0022 東京都東村山市野口町 1-25-15
TEL 042-394-6333　FAX 042-393-0411　URL https://hm-shakyo.or.jp　メール soumu@hm-shakyo.or.jp
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください ホームページ X

（旧Twitter）

5 月1 日号
令和8年（2026年）
No.242

次号は2026年7月１日号です

福 祉 だ よ　　り 第242号（ 4 ）　　

福祉だよりは皆さまからいただいた会費・寄付金で発行しています。

2026 年（令和 8 年）5 月1日



シルバー人材センターでは、
一緒に働く仲間を募集しています！

公益社団法人
東村山市シルバー人材センター

ホームページ：http://www.sjc.ne.jp/higashimurayama/

〒189-0003　東京都東村山市久米川町4-9-19
TEL：042-395-1851　FAX：042-391-2727

家庭や職場での日常の仕事はお任せください！

電話相談受付ています。

小動物：15,000円～（税抜） 35,000円（税抜）
火葬のみ（骨壺・覆い袋付き）

定休日：第1月曜・火曜・第3水曜

個人
団体
一般
特別

個人（世帯）
施設･団体、自治会等
商工業者（個人商店等）
公益団体、企業等

５００円
１，０００円
１，０００円
５，０００円

　広報紙「　　 　　　　」で全市
民へ情報をお届けできます

あなたの町の“福祉協力員会”

● 会場 ： 社会福祉協議会 ● 

●対　象 ： 市内在住の方、その家族、関係者
●日　程 ： ５月2２日（金）、６月2６日（金）、７月31日（金）
●時　間 ： 午後2時～4時（一人30分）
●予　約 ： 電話またはフォームから入力（右記コード読み取り）
 権利擁護係 ☎042-394-7767

弁護士による「福祉サービス利用に関する苦情相談」
「判断能力が不十分な方の権利擁護相談」●対　象 ： 市内在住で、障害年金を申請したい方やその家族、関係機関等

●日　程 ： ６月  ８日（月）[申込み開始日：５月11日（月）～]
 ７月13日（月）[申込み開始日：６月  ８日（月）～]
 ８月1０日（月）[申込み開始日：７月13日（月）～]
●時　間 ： ①午後1時30分 ②午後2時30分 ③午後3時30分（一人50分）
●予　約 ： 東村山市基幹相談支援センター「るーと」 ☎042-394-1555

社会保険労務士による「障害年金相談会」
専門相談をご利用ください 予約制 無料

　当会では、地域の皆さまから寄せられた温かなお気持ちを、必要とされる
ご家庭へつなぐ活動を行っています。

　卒業やサイズの変化などで着られなくなった市内中学校の標準服をお預かり
し、必要とされるご家庭へ無償でお渡ししています。
※種類やサイズに限りがあります。まずは在庫情報を事前にお問合せください。
　また、ご寄付も随時お待ちしています。

　「福祉協力店」とは、社会福祉協議会と共に、地域の福祉を支えて
くださっている身近な商店や事業所のことです。現在、市内30か所
の店舗にご登録いただいています。

【例えば、こんな取り組みをしています】
  ◆募金箱や広報紙・チラシの設置　　　◆車いすの貸出や、店内のバリアフリー化
  ◆その他、地域を良くするための活動
お買い物やお散歩の際に、ぜひお近くの協力店に足をお運びください！
右記の二次元コードから、協力店の一覧をご覧いただけます。

●協力店を募集しています！ 
　「福祉協力店として地域に貢献したい」という商店・事業所様から
のご連絡もお待ちしています。まずはお気軽にお問合せください。
【問合せ】 法人運営係 ☎042-394-6333

多摩湖町では様々な行事、取り組みをしています♪

などなど色々な行事を行ってます!

会の広報紙、行事チラシは全戸配布しています♪
多摩湖町では地域の交流の場づくりと活性化を
目的に活動しています。
これからも様々な活動に取り組んでいきます♪
一緒に活動する方、絶賛募集中！

福祉協力員とは・・・
「一人ぼっちのいない町」づくりをすすめるために、13町で活動する地域
の身近なアンテナ役。

会の中で一番長寿の行事♪
「ふれあいカフェ」
手芸サロンひまわり

「ハロウィン祭り」では
仮装のお手伝い

「桜まつり」でお団子出店

新たな試み！
子どもから高齢者までが交流
「ｅスポーツ・ゲーム体験会」
お楽しみ会♪ 

問合せ ： まちづくり支援係
　　　　☎042-394-6333　メール ： machi@hm-shakyo.or.jp

「応援したい」が、誰かの力に！・・・・・

見つけてみよう！身近な福祉協力店

～ 地域でつなぐ、子育て支援 ～

　このようなことでお困りの方をお手伝いします。
　地権事業は在宅生活をしている方で、認知症や知的障がい・精神障がいなどによりご自身で判断
することが難しい方がご利用できます。
　福祉サービスの利用手続きや利用料の支払い、日常生活に必要な預貯金の払い戻しや公共料金等
の支払いのお手伝い、日頃使わない大切な書類をお預かりします。
　相談や支援計画の作成などは無料です。契約後の支援から有料になります。（１時間１，７００円から）
　資産条件など利用条件がありますので、詳しくお知りになりたい場合はお問合せください。

　地権事業では、利用者のご自宅を定期的に訪問し、郵便
物の整理や銀行への同行などのお手伝いをする「生活支援
員」を募集しています。

◆募集条件

◆活動時間

◆時　 給

◆説 明 会

市内在住、７０才未満（令和８年4月1日現在）
自転車に乗れる方

平日９時～１７時の数時間、月1回以上

１，２３０円

日時 ： ５月２６日（火）１０：００～１１：００　
会場 ： 社会福祉協議会　地域福祉活動室
＊５月２２日（金）までに下記へお申込み
　ください。

地域で安心して暮らすためのお手伝い
～地域福祉権利擁護事業（地権）～

生活支援員さん大募集!

 ・ 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの方法がわからない
 ・ 家賃や公共料金の支払いを忘れてしまう
 ・ 通帳や年金証書、保険証書など、大切な書類をなくさないか心配など

①標準服リユース事業

問合せ：法人運営係 ☎042-394-6333

　ひとり親家庭を対象に、企業やご家庭からご寄付いただいた
食品等を袋詰めにしてお渡しします。
実施期間 ： ６月４日（木）～６日（土） ※申込開始 ： ５月18日（月）午前9時～
対　　象 ： 東村山市内在住で18歳以下のお子様がいるひとり親家庭
会場、申込み方法等の詳細は社協ホームページをご確認ください。
※受け取りを希望される方は、事前の申込みが必要です
※定員に達した場合は、予告なく募集を締め切らせていただきます

②ぽんたパントリー

多摩湖町「 楽しく活動! 」

次回は『野口町』の活動をご紹介します！

を目指して、会員となり、応援してください！

皆さまのご協力で、困っている方々を支援できます
～いただいた会費の活用例～

このようなサービス・特典もあります

あなたのまちの、
『ちょっと困った』の解決に さまざまな相談に対応

 個人会員向け 
移送サービス

（車いす利用者、視覚
障がいのある方が対象）

車いすの
短期貸出

（３か月以内）

イベント用品の貸出
（テント、テーブル、
シートなど）

広報紙
「　　　　　　」へ
お名前の掲載

 団体・賛助会員向け 

必要な情報を
必要な方々へ 私も、東村山市社協を

応援しています

【会員区分】

　病気で足腰が弱った父の通院に悩ん
でいました。週一回のリハビリが必要で
したが、自宅周辺は段差や傾斜が多く、
高齢の母が車椅子を押すのも限界でし
た。そんな時、社協の『移送サービス』
を知り、安全に通院を継続できるように
なりました。社協は、困りごとに寄り添
い、暮らしを支えてくれる心強い存在
です。これからもこの活
動が続いてほしいという
願いを込めて、私は会員
になって社協を応援して
います。

　福祉協力員が、市内13町の地
域の『アンテナ役』として、社協
とともに地域課題の解決・改善
のために活躍できます

　制度で対応できない相談を
受け、課題解決に向けた支援が
できます

社協会員／50代男性

口数はご意思により何口でも結構です
会員区分

正会員

賛助
会員

年会費（１口から）内　　容

ご協力いただける場合は、下記までご連絡ください。
口座引き落としも便利です。その他の納入方法や
ご不明点等ございましたら、気兼ねなくお問合せください。
【問合せ】法人運営係　☎042-394-6333

福祉協力店
一覧はこちら

社協のサポーターに
なってください！

社協中期経営計画と令和８年度予算社協中期経営計画と令和８年度予算 ◎令和8年度収支予算

事業計画・予算は本会ホームページのほか、社協事務所
で閲覧できます。

【収入の部：570,067千円】

収入

補助金
163,131千円

受託金
282,800千円

介護・障がい福祉サービス等
93,926千円

事業収入・その他
15,510千円

会費・寄附金
14,700千円

【支出の部：570,067千円】

支出

社協運営
121,420千円

相談
・貸付事業
225,496千円

福祉
サービス事業
90,719千円

高齢者の健康と
生きがいづくり事業
53,138千円

福祉のまちづくり事業
54,912千円

ボランティア・
市民活動
支援事業
24,382千円

約 500 名 年間約 100 件 年間 5 回

〇申込み・問合せ ： 権利擁護係　☎ 042-394-7767

　東村山市社会福祉協議会は『つなぐ・支える・育む～確かな組織で、温かい東村山を～』
を経営理念に、５年間の中期経営計画（令和8・2026～12・2030年度）を策定しました。
組織の業務改善や人材育成の推進に加えて、すべての市民が孤立することなく、誰もが
安心して自分らしく暮らし続けられるよう“一人ぼっちのいない町”を実現します。

　令和8年度は、この中期経営計画を柱に、事業を推進していきます。

◎地域福祉活動の深化
　社協が“やるべきこと”を明確にして、情報共有や連携を強化しながら、地域
にとって価値ある事業へと改善を図ります。

◎広報活動・情報発信力の強化
　効果的な広報と寄付の使途の見える化を進めることで、市民のみなさんの共感
と参加を広げていきます。

◎連携・ネットワークの構築
　複雑化・多様化する地域生活課題に対応するため、学校や企業、福祉分野以外
も含めた幅広いネットワークを構築し、支援に生かせる体制づくりを進めます。

〈 計画のポイント 〉

福 祉 だ よ り 2026 年（令和 8 年）5 月1日　　（ 3 ）第242号福 祉 だ よ り 第242号（ 2 ）　　2026 年（令和 8 年）5 月1日

福祉だよりは、点字版、音訳版も発行していますので、ご利用ください。 使用済み切手、ベルマーク集めています！　ボランティアセンター☎042-396-1533
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シルバー人材センターでは、
一緒に働く仲間を募集しています！

公益社団法人
東村山市シルバー人材センター

ホームページ：http://www.sjc.ne.jp/higashimurayama/

〒189-0003　東京都東村山市久米川町4-9-19
TEL：042-395-1851　FAX：042-391-2727

家庭や職場での日常の仕事はお任せください！

電話相談受付ています。

小動物：15,000円～（税抜） 35,000円（税抜）
火葬のみ（骨壺・覆い袋付き）

定休日：第1月曜・火曜・第3水曜

個人
団体
一般
特別

個人（世帯）
施設･団体、自治会等
商工業者（個人商店等）
公益団体、企業等

５００円
１，０００円
１，０００円
５，０００円

　広報紙「　　 　　　　」で全市
民へ情報をお届けできます

あなたの町の“福祉協力員会”

● 会場 ： 社会福祉協議会 ● 

●対　象 ： 市内在住の方、その家族、関係者
●日　程 ： ５月2２日（金）、６月2６日（金）、７月31日（金）
●時　間 ： 午後2時～4時（一人30分）
●予　約 ： 電話またはフォームから入力（右記コード読み取り）
 権利擁護係 ☎042-394-7767

弁護士による「福祉サービス利用に関する苦情相談」
「判断能力が不十分な方の権利擁護相談」●対　象 ： 市内在住で、障害年金を申請したい方やその家族、関係機関等

●日　程 ： ６月  ８日（月）[申込み開始日：５月11日（月）～]
 ７月13日（月）[申込み開始日：６月  ８日（月）～]
 ８月1０日（月）[申込み開始日：７月13日（月）～]
●時　間 ： ①午後1時30分 ②午後2時30分 ③午後3時30分（一人50分）
●予　約 ： 東村山市基幹相談支援センター「るーと」 ☎042-394-1555

社会保険労務士による「障害年金相談会」
専門相談をご利用ください 予約制 無料

　当会では、地域の皆さまから寄せられた温かなお気持ちを、必要とされる
ご家庭へつなぐ活動を行っています。

　卒業やサイズの変化などで着られなくなった市内中学校の標準服をお預かり
し、必要とされるご家庭へ無償でお渡ししています。
※種類やサイズに限りがあります。まずは在庫情報を事前にお問合せください。
　また、ご寄付も随時お待ちしています。

　「福祉協力店」とは、社会福祉協議会と共に、地域の福祉を支えて
くださっている身近な商店や事業所のことです。現在、市内30か所
の店舗にご登録いただいています。

【例えば、こんな取り組みをしています】
  ◆募金箱や広報紙・チラシの設置　　　◆車いすの貸出や、店内のバリアフリー化
  ◆その他、地域を良くするための活動
お買い物やお散歩の際に、ぜひお近くの協力店に足をお運びください！
右記の二次元コードから、協力店の一覧をご覧いただけます。

●協力店を募集しています！ 
　「福祉協力店として地域に貢献したい」という商店・事業所様から
のご連絡もお待ちしています。まずはお気軽にお問合せください。
【問合せ】 法人運営係 ☎042-394-6333

多摩湖町では様々な行事、取り組みをしています♪

などなど色々な行事を行ってます!

会の広報紙、行事チラシは全戸配布しています♪
多摩湖町では地域の交流の場づくりと活性化を
目的に活動しています。
これからも様々な活動に取り組んでいきます♪
一緒に活動する方、絶賛募集中！

福祉協力員とは・・・
「一人ぼっちのいない町」づくりをすすめるために、13町で活動する地域
の身近なアンテナ役。

会の中で一番長寿の行事♪
「ふれあいカフェ」
手芸サロンひまわり

「ハロウィン祭り」では
仮装のお手伝い

「桜まつり」でお団子出店

新たな試み！
子どもから高齢者までが交流
「ｅスポーツ・ゲーム体験会」
お楽しみ会♪ 

問合せ ： まちづくり支援係
　　　　☎042-394-6333　メール ： machi@hm-shakyo.or.jp

「応援したい」が、誰かの力に！・・・・・

見つけてみよう！身近な福祉協力店

～ 地域でつなぐ、子育て支援 ～

　このようなことでお困りの方をお手伝いします。
　地権事業は在宅生活をしている方で、認知症や知的障がい・精神障がいなどによりご自身で判断
することが難しい方がご利用できます。
　福祉サービスの利用手続きや利用料の支払い、日常生活に必要な預貯金の払い戻しや公共料金等
の支払いのお手伝い、日頃使わない大切な書類をお預かりします。
　相談や支援計画の作成などは無料です。契約後の支援から有料になります。（１時間１，７００円から）
　資産条件など利用条件がありますので、詳しくお知りになりたい場合はお問合せください。

　地権事業では、利用者のご自宅を定期的に訪問し、郵便
物の整理や銀行への同行などのお手伝いをする「生活支援
員」を募集しています。

◆募集条件

◆活動時間

◆時　 給

◆説 明 会

市内在住、７０才未満（令和８年4月1日現在）
自転車に乗れる方

平日９時～１７時の数時間、月1回以上

１，２３０円

日時 ： ５月２６日（火）１０：００～１１：００　
会場 ： 社会福祉協議会　地域福祉活動室
＊５月２２日（金）までに下記へお申込み
　ください。

地域で安心して暮らすためのお手伝い
～地域福祉権利擁護事業（地権）～

生活支援員さん大募集!

 ・ 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの方法がわからない
 ・ 家賃や公共料金の支払いを忘れてしまう
 ・ 通帳や年金証書、保険証書など、大切な書類をなくさないか心配など

①標準服リユース事業

問合せ：法人運営係 ☎042-394-6333

　ひとり親家庭を対象に、企業やご家庭からご寄付いただいた
食品等を袋詰めにしてお渡しします。
実施期間 ： ６月４日（木）～６日（土） ※申込開始 ： ５月18日（月）午前9時～
対　　象 ： 東村山市内在住で18歳以下のお子様がいるひとり親家庭
会場、申込み方法等の詳細は社協ホームページをご確認ください。
※受け取りを希望される方は、事前の申込みが必要です
※定員に達した場合は、予告なく募集を締め切らせていただきます

②ぽんたパントリー

多摩湖町「 楽しく活動! 」

次回は『野口町』の活動をご紹介します！

を目指して、会員となり、応援してください！

皆さまのご協力で、困っている方々を支援できます
～いただいた会費の活用例～

このようなサービス・特典もあります

あなたのまちの、
『ちょっと困った』の解決に さまざまな相談に対応

 個人会員向け 
移送サービス

（車いす利用者、視覚
障がいのある方が対象）

車いすの
短期貸出

（３か月以内）

イベント用品の貸出
（テント、テーブル、
シートなど）

広報紙
「　　　　　　」へ
お名前の掲載

 団体・賛助会員向け 

必要な情報を
必要な方々へ 私も、東村山市社協を

応援しています

【会員区分】

　病気で足腰が弱った父の通院に悩ん
でいました。週一回のリハビリが必要で
したが、自宅周辺は段差や傾斜が多く、
高齢の母が車椅子を押すのも限界でし
た。そんな時、社協の『移送サービス』
を知り、安全に通院を継続できるように
なりました。社協は、困りごとに寄り添
い、暮らしを支えてくれる心強い存在
です。これからもこの活
動が続いてほしいという
願いを込めて、私は会員
になって社協を応援して
います。

　福祉協力員が、市内13町の地
域の『アンテナ役』として、社協
とともに地域課題の解決・改善
のために活躍できます

　制度で対応できない相談を
受け、課題解決に向けた支援が
できます

社協会員／50代男性

口数はご意思により何口でも結構です
会員区分

正会員

賛助
会員

年会費（１口から）内　　容

ご協力いただける場合は、下記までご連絡ください。
口座引き落としも便利です。その他の納入方法や
ご不明点等ございましたら、気兼ねなくお問合せください。
【問合せ】法人運営係　☎042-394-6333

福祉協力店
一覧はこちら

社協のサポーターに
なってください！

社協中期経営計画と令和８年度予算社協中期経営計画と令和８年度予算 ◎令和8年度収支予算

事業計画・予算は本会ホームページのほか、社協事務所
で閲覧できます。

【収入の部：570,067千円】

収入

補助金
163,131千円

受託金
282,800千円

介護・障がい福祉サービス等
93,926千円

事業収入・その他
15,510千円

会費・寄附金
14,700千円

【支出の部：570,067千円】

支出

社協運営
121,420千円

相談
・貸付事業
225,496千円

福祉
サービス事業
90,719千円

高齢者の健康と
生きがいづくり事業
53,138千円

福祉のまちづくり事業
54,912千円

ボランティア・
市民活動
支援事業
24,382千円

約 500 名 年間約 100 件 年間 5 回

〇申込み・問合せ ： 権利擁護係　☎ 042-394-7767

　東村山市社会福祉協議会は『つなぐ・支える・育む～確かな組織で、温かい東村山を～』
を経営理念に、５年間の中期経営計画（令和8・2026～12・2030年度）を策定しました。
組織の業務改善や人材育成の推進に加えて、すべての市民が孤立することなく、誰もが
安心して自分らしく暮らし続けられるよう“一人ぼっちのいない町”を実現します。

　令和8年度は、この中期経営計画を柱に、事業を推進していきます。

◎地域福祉活動の深化
　社協が“やるべきこと”を明確にして、情報共有や連携を強化しながら、地域
にとって価値ある事業へと改善を図ります。

◎広報活動・情報発信力の強化
　効果的な広報と寄付の使途の見える化を進めることで、市民のみなさんの共感
と参加を広げていきます。

◎連携・ネットワークの構築
　複雑化・多様化する地域生活課題に対応するため、学校や企業、福祉分野以外
も含めた幅広いネットワークを構築し、支援に生かせる体制づくりを進めます。

〈 計画のポイント 〉

福 祉 だ よ り 2026 年（令和 8 年）5 月1日　　（ 3 ）第242号福 祉 だ よ り 第242号（ 2 ）　　2026 年（令和 8 年）5 月1日
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シルバー人材センターでは、
一緒に働く仲間を募集しています！

公益社団法人
東村山市シルバー人材センター

ホームページ：http://www.sjc.ne.jp/higashimurayama/

〒189-0003　東京都東村山市久米川町4-9-19
TEL：042-395-1851　FAX：042-391-2727

家庭や職場での日常の仕事はお任せください！

電話相談受付ています。

小動物：15,000円～（税抜） 35,000円（税抜）
火葬のみ（骨壺・覆い袋付き）

定休日：第1月曜・火曜・第3水曜

個人
団体
一般
特別

個人（世帯）
施設･団体、自治会等
商工業者（個人商店等）
公益団体、企業等

５００円
１，０００円
１，０００円
５，０００円

　広報紙「　　 　　　　」で全市
民へ情報をお届けできます

あなたの町の“福祉協力員会”

● 会場 ： 社会福祉協議会 ● 

●対　象 ： 市内在住の方、その家族、関係者
●日　程 ： ５月2２日（金）、６月2６日（金）、７月31日（金）
●時　間 ： 午後2時～4時（一人30分）
●予　約 ： 電話またはフォームから入力（右記コード読み取り）
 権利擁護係 ☎042-394-7767

弁護士による「福祉サービス利用に関する苦情相談」
「判断能力が不十分な方の権利擁護相談」●対　象 ： 市内在住で、障害年金を申請したい方やその家族、関係機関等

●日　程 ： ６月  ８日（月）[申込み開始日：５月11日（月）～]
 ７月13日（月）[申込み開始日：６月  ８日（月）～]
 ８月1０日（月）[申込み開始日：７月13日（月）～]
●時　間 ： ①午後1時30分 ②午後2時30分 ③午後3時30分（一人50分）
●予　約 ： 東村山市基幹相談支援センター「るーと」 ☎042-394-1555

社会保険労務士による「障害年金相談会」
専門相談をご利用ください 予約制 無料

　当会では、地域の皆さまから寄せられた温かなお気持ちを、必要とされる
ご家庭へつなぐ活動を行っています。

　卒業やサイズの変化などで着られなくなった市内中学校の標準服をお預かり
し、必要とされるご家庭へ無償でお渡ししています。
※種類やサイズに限りがあります。まずは在庫情報を事前にお問合せください。
　また、ご寄付も随時お待ちしています。

　「福祉協力店」とは、社会福祉協議会と共に、地域の福祉を支えて
くださっている身近な商店や事業所のことです。現在、市内30か所
の店舗にご登録いただいています。

【例えば、こんな取り組みをしています】
  ◆募金箱や広報紙・チラシの設置　　　◆車いすの貸出や、店内のバリアフリー化
  ◆その他、地域を良くするための活動
お買い物やお散歩の際に、ぜひお近くの協力店に足をお運びください！
右記の二次元コードから、協力店の一覧をご覧いただけます。

●協力店を募集しています！ 
　「福祉協力店として地域に貢献したい」という商店・事業所様から
のご連絡もお待ちしています。まずはお気軽にお問合せください。
【問合せ】 法人運営係 ☎042-394-6333

多摩湖町では様々な行事、取り組みをしています♪

などなど色々な行事を行ってます!

会の広報紙、行事チラシは全戸配布しています♪
多摩湖町では地域の交流の場づくりと活性化を
目的に活動しています。
これからも様々な活動に取り組んでいきます♪
一緒に活動する方、絶賛募集中！

福祉協力員とは・・・
「一人ぼっちのいない町」づくりをすすめるために、13町で活動する地域
の身近なアンテナ役。

会の中で一番長寿の行事♪
「ふれあいカフェ」
手芸サロンひまわり

「ハロウィン祭り」では
仮装のお手伝い

「桜まつり」でお団子出店

新たな試み！
子どもから高齢者までが交流
「ｅスポーツ・ゲーム体験会」
お楽しみ会♪ 

問合せ ： まちづくり支援係
　　　　☎042-394-6333　メール ： machi@hm-shakyo.or.jp

「応援したい」が、誰かの力に！・・・・・

見つけてみよう！身近な福祉協力店

～ 地域でつなぐ、子育て支援 ～

　このようなことでお困りの方をお手伝いします。
　地権事業は在宅生活をしている方で、認知症や知的障がい・精神障がいなどによりご自身で判断
することが難しい方がご利用できます。
　福祉サービスの利用手続きや利用料の支払い、日常生活に必要な預貯金の払い戻しや公共料金等
の支払いのお手伝い、日頃使わない大切な書類をお預かりします。
　相談や支援計画の作成などは無料です。契約後の支援から有料になります。（１時間１，７００円から）
　資産条件など利用条件がありますので、詳しくお知りになりたい場合はお問合せください。

　地権事業では、利用者のご自宅を定期的に訪問し、郵便
物の整理や銀行への同行などのお手伝いをする「生活支援
員」を募集しています。

◆募集条件

◆活動時間

◆時　 給

◆説 明 会

市内在住、７０才未満（令和８年4月1日現在）
自転車に乗れる方

平日９時～１７時の数時間、月1回以上

１，２３０円

日時 ： ５月２６日（火）１０：００～１１：００　
会場 ： 社会福祉協議会　地域福祉活動室
＊５月２２日（金）までに下記へお申込み
　ください。

地域で安心して暮らすためのお手伝い
～地域福祉権利擁護事業（地権）～

生活支援員さん大募集!

 ・ 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの方法がわからない
 ・ 家賃や公共料金の支払いを忘れてしまう
 ・ 通帳や年金証書、保険証書など、大切な書類をなくさないか心配など

①標準服リユース事業

問合せ：法人運営係 ☎042-394-6333

　ひとり親家庭を対象に、企業やご家庭からご寄付いただいた
食品等を袋詰めにしてお渡しします。
実施期間 ： ６月４日（木）～６日（土） ※申込開始 ： ５月18日（月）午前9時～
対　　象 ： 東村山市内在住で18歳以下のお子様がいるひとり親家庭
会場、申込み方法等の詳細は社協ホームページをご確認ください。
※受け取りを希望される方は、事前の申込みが必要です
※定員に達した場合は、予告なく募集を締め切らせていただきます

②ぽんたパントリー

多摩湖町「 楽しく活動! 」

次回は『野口町』の活動をご紹介します！

を目指して、会員となり、応援してください！

皆さまのご協力で、困っている方々を支援できます
～いただいた会費の活用例～

このようなサービス・特典もあります

あなたのまちの、
『ちょっと困った』の解決に さまざまな相談に対応

 個人会員向け 
移送サービス

（車いす利用者、視覚
障がいのある方が対象）

車いすの
短期貸出

（３か月以内）

イベント用品の貸出
（テント、テーブル、
シートなど）

広報紙
「　　　　　　」へ
お名前の掲載

 団体・賛助会員向け 

必要な情報を
必要な方々へ 私も、東村山市社協を

応援しています

【会員区分】

　病気で足腰が弱った父の通院に悩ん
でいました。週一回のリハビリが必要で
したが、自宅周辺は段差や傾斜が多く、
高齢の母が車椅子を押すのも限界でし
た。そんな時、社協の『移送サービス』
を知り、安全に通院を継続できるように
なりました。社協は、困りごとに寄り添
い、暮らしを支えてくれる心強い存在
です。これからもこの活
動が続いてほしいという
願いを込めて、私は会員
になって社協を応援して
います。

　福祉協力員が、市内13町の地
域の『アンテナ役』として、社協
とともに地域課題の解決・改善
のために活躍できます

　制度で対応できない相談を
受け、課題解決に向けた支援が
できます

社協会員／50代男性

口数はご意思により何口でも結構です
会員区分

正会員

賛助
会員

年会費（１口から）内　　容

ご協力いただける場合は、下記までご連絡ください。
口座引き落としも便利です。その他の納入方法や
ご不明点等ございましたら、気兼ねなくお問合せください。
【問合せ】法人運営係　☎042-394-6333

福祉協力店
一覧はこちら

社協のサポーターに
なってください！

社協中期経営計画と令和８年度予算社協中期経営計画と令和８年度予算 ◎令和8年度収支予算

事業計画・予算は本会ホームページのほか、社協事務所
で閲覧できます。

【収入の部：570,067千円】

収入

補助金
163,131千円

受託金
282,800千円

介護・障がい福祉サービス等
93,926千円

事業収入・その他
15,510千円

会費・寄附金
14,700千円

【支出の部：570,067千円】

支出

社協運営
121,420千円

相談
・貸付事業
225,496千円

福祉
サービス事業
90,719千円

高齢者の健康と
生きがいづくり事業
53,138千円

福祉のまちづくり事業
54,912千円

ボランティア・
市民活動
支援事業
24,382千円

約 500 名 年間約 100 件 年間 5 回

〇申込み・問合せ ： 権利擁護係　☎ 042-394-7767

　東村山市社会福祉協議会は『つなぐ・支える・育む～確かな組織で、温かい東村山を～』
を経営理念に、５年間の中期経営計画（令和8・2026～12・2030年度）を策定しました。
組織の業務改善や人材育成の推進に加えて、すべての市民が孤立することなく、誰もが
安心して自分らしく暮らし続けられるよう“一人ぼっちのいない町”を実現します。

　令和8年度は、この中期経営計画を柱に、事業を推進していきます。

◎地域福祉活動の深化
　社協が“やるべきこと”を明確にして、情報共有や連携を強化しながら、地域
にとって価値ある事業へと改善を図ります。

◎広報活動・情報発信力の強化
　効果的な広報と寄付の使途の見える化を進めることで、市民のみなさんの共感
と参加を広げていきます。

◎連携・ネットワークの構築
　複雑化・多様化する地域生活課題に対応するため、学校や企業、福祉分野以外
も含めた幅広いネットワークを構築し、支援に生かせる体制づくりを進めます。

〈 計画のポイント 〉

福 祉 だ よ り 2026 年（令和 8 年）5 月1日　　（ 3 ）第242号福 祉 だ よ り 第242号（ 2 ）　　2026 年（令和 8 年）5 月1日

福祉だよりは、点字版、音訳版も発行していますので、ご利用ください。 使用済み切手、ベルマーク集めています！　ボランティアセンター☎042-396-1533
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シルバー人材センターでは、
一緒に働く仲間を募集しています！

公益社団法人
東村山市シルバー人材センター

ホームページ：http://www.sjc.ne.jp/higashimurayama/

〒189-0003　東京都東村山市久米川町4-9-19
TEL：042-395-1851　FAX：042-391-2727

家庭や職場での日常の仕事はお任せください！

電話相談受付ています。

小動物：15,000円～（税抜） 35,000円（税抜）
火葬のみ（骨壺・覆い袋付き）

定休日：第1月曜・火曜・第3水曜

個人
団体
一般
特別

個人（世帯）
施設･団体、自治会等
商工業者（個人商店等）
公益団体、企業等

５００円
１，０００円
１，０００円
５，０００円

　広報紙「　　 　　　　」で全市
民へ情報をお届けできます

あなたの町の“福祉協力員会”

● 会場 ： 社会福祉協議会 ● 

●対　象 ： 市内在住の方、その家族、関係者
●日　程 ： ５月2２日（金）、６月2６日（金）、７月31日（金）
●時　間 ： 午後2時～4時（一人30分）
●予　約 ： 電話またはフォームから入力（右記コード読み取り）
 権利擁護係 ☎042-394-7767

弁護士による「福祉サービス利用に関する苦情相談」
「判断能力が不十分な方の権利擁護相談」●対　象 ： 市内在住で、障害年金を申請したい方やその家族、関係機関等

●日　程 ： ６月  ８日（月）[申込み開始日：５月11日（月）～]
 ７月13日（月）[申込み開始日：６月  ８日（月）～]
 ８月1０日（月）[申込み開始日：７月13日（月）～]
●時　間 ： ①午後1時30分 ②午後2時30分 ③午後3時30分（一人50分）
●予　約 ： 東村山市基幹相談支援センター「るーと」 ☎042-394-1555

社会保険労務士による「障害年金相談会」
専門相談をご利用ください 予約制 無料

　当会では、地域の皆さまから寄せられた温かなお気持ちを、必要とされる
ご家庭へつなぐ活動を行っています。

　卒業やサイズの変化などで着られなくなった市内中学校の標準服をお預かり
し、必要とされるご家庭へ無償でお渡ししています。
※種類やサイズに限りがあります。まずは在庫情報を事前にお問合せください。
　また、ご寄付も随時お待ちしています。

　「福祉協力店」とは、社会福祉協議会と共に、地域の福祉を支えて
くださっている身近な商店や事業所のことです。現在、市内30か所
の店舗にご登録いただいています。

【例えば、こんな取り組みをしています】
  ◆募金箱や広報紙・チラシの設置　　　◆車いすの貸出や、店内のバリアフリー化
  ◆その他、地域を良くするための活動
お買い物やお散歩の際に、ぜひお近くの協力店に足をお運びください！
右記の二次元コードから、協力店の一覧をご覧いただけます。

●協力店を募集しています！ 
　「福祉協力店として地域に貢献したい」という商店・事業所様から
のご連絡もお待ちしています。まずはお気軽にお問合せください。
【問合せ】 法人運営係 ☎042-394-6333

多摩湖町では様々な行事、取り組みをしています♪

などなど色々な行事を行ってます!

会の広報紙、行事チラシは全戸配布しています♪
多摩湖町では地域の交流の場づくりと活性化を
目的に活動しています。
これからも様々な活動に取り組んでいきます♪
一緒に活動する方、絶賛募集中！

福祉協力員とは・・・
「一人ぼっちのいない町」づくりをすすめるために、13町で活動する地域
の身近なアンテナ役。

会の中で一番長寿の行事♪
「ふれあいカフェ」
手芸サロンひまわり

「ハロウィン祭り」では
仮装のお手伝い

「桜まつり」でお団子出店

新たな試み！
子どもから高齢者までが交流
「ｅスポーツ・ゲーム体験会」
お楽しみ会♪ 

問合せ ： まちづくり支援係
　　　　☎042-394-6333　メール ： machi@hm-shakyo.or.jp

「応援したい」が、誰かの力に！・・・・・

見つけてみよう！身近な福祉協力店

～ 地域でつなぐ、子育て支援 ～

　このようなことでお困りの方をお手伝いします。
　地権事業は在宅生活をしている方で、認知症や知的障がい・精神障がいなどによりご自身で判断
することが難しい方がご利用できます。
　福祉サービスの利用手続きや利用料の支払い、日常生活に必要な預貯金の払い戻しや公共料金等
の支払いのお手伝い、日頃使わない大切な書類をお預かりします。
　相談や支援計画の作成などは無料です。契約後の支援から有料になります。（１時間１，７００円から）
　資産条件など利用条件がありますので、詳しくお知りになりたい場合はお問合せください。

　地権事業では、利用者のご自宅を定期的に訪問し、郵便
物の整理や銀行への同行などのお手伝いをする「生活支援
員」を募集しています。

◆募集条件

◆活動時間

◆時　 給

◆説 明 会

市内在住、７０才未満（令和８年4月1日現在）
自転車に乗れる方

平日９時～１７時の数時間、月1回以上

１，２３０円

日時 ： ５月２６日（火）１０：００～１１：００　
会場 ： 社会福祉協議会　地域福祉活動室
＊５月２２日（金）までに下記へお申込み
　ください。

地域で安心して暮らすためのお手伝い
～地域福祉権利擁護事業（地権）～

生活支援員さん大募集!

 ・ 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの方法がわからない
 ・ 家賃や公共料金の支払いを忘れてしまう
 ・ 通帳や年金証書、保険証書など、大切な書類をなくさないか心配など

①標準服リユース事業

問合せ：法人運営係 ☎042-394-6333

　ひとり親家庭を対象に、企業やご家庭からご寄付いただいた
食品等を袋詰めにしてお渡しします。
実施期間 ： ６月４日（木）～６日（土） ※申込開始 ： ５月18日（月）午前9時～
対　　象 ： 東村山市内在住で18歳以下のお子様がいるひとり親家庭
会場、申込み方法等の詳細は社協ホームページをご確認ください。
※受け取りを希望される方は、事前の申込みが必要です
※定員に達した場合は、予告なく募集を締め切らせていただきます

②ぽんたパントリー

多摩湖町「 楽しく活動! 」

次回は『野口町』の活動をご紹介します！

を目指して、会員となり、応援してください！

皆さまのご協力で、困っている方々を支援できます
～いただいた会費の活用例～

このようなサービス・特典もあります

あなたのまちの、
『ちょっと困った』の解決に さまざまな相談に対応
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障がいのある方が対象）
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 団体・賛助会員向け 

必要な情報を
必要な方々へ 私も、東村山市社協を

応援しています

【会員区分】

　病気で足腰が弱った父の通院に悩ん
でいました。週一回のリハビリが必要で
したが、自宅周辺は段差や傾斜が多く、
高齢の母が車椅子を押すのも限界でし
た。そんな時、社協の『移送サービス』
を知り、安全に通院を継続できるように
なりました。社協は、困りごとに寄り添
い、暮らしを支えてくれる心強い存在
です。これからもこの活
動が続いてほしいという
願いを込めて、私は会員
になって社協を応援して
います。

　福祉協力員が、市内13町の地
域の『アンテナ役』として、社協
とともに地域課題の解決・改善
のために活躍できます

　制度で対応できない相談を
受け、課題解決に向けた支援が
できます

社協会員／50代男性

口数はご意思により何口でも結構です
会員区分

正会員

賛助
会員

年会費（１口から）内　　容

ご協力いただける場合は、下記までご連絡ください。
口座引き落としも便利です。その他の納入方法や
ご不明点等ございましたら、気兼ねなくお問合せください。
【問合せ】法人運営係　☎042-394-6333

福祉協力店
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社協のサポーターに
なってください！

社協中期経営計画と令和８年度予算社協中期経営計画と令和８年度予算 ◎令和8年度収支予算

事業計画・予算は本会ホームページのほか、社協事務所
で閲覧できます。

【収入の部：570,067千円】

収入

補助金
163,131千円

受託金
282,800千円

介護・障がい福祉サービス等
93,926千円

事業収入・その他
15,510千円
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福祉のまちづくり事業
54,912千円

ボランティア・
市民活動
支援事業
24,382千円

約 500 名 年間約 100 件 年間 5 回

〇申込み・問合せ ： 権利擁護係　☎ 042-394-7767

　東村山市社会福祉協議会は『つなぐ・支える・育む～確かな組織で、温かい東村山を～』
を経営理念に、５年間の中期経営計画（令和8・2026～12・2030年度）を策定しました。
組織の業務改善や人材育成の推進に加えて、すべての市民が孤立することなく、誰もが
安心して自分らしく暮らし続けられるよう“一人ぼっちのいない町”を実現します。

　令和8年度は、この中期経営計画を柱に、事業を推進していきます。

◎地域福祉活動の深化
　社協が“やるべきこと”を明確にして、情報共有や連携を強化しながら、地域
にとって価値ある事業へと改善を図ります。

◎広報活動・情報発信力の強化
　効果的な広報と寄付の使途の見える化を進めることで、市民のみなさんの共感
と参加を広げていきます。

◎連携・ネットワークの構築
　複雑化・多様化する地域生活課題に対応するため、学校や企業、福祉分野以外
も含めた幅広いネットワークを構築し、支援に生かせる体制づくりを進めます。

〈 計画のポイント 〉

福 祉 だ よ り 2026 年（令和 8 年）5 月1日　　（ 3 ）第242号福 祉 だ よ り 第242号（ 2 ）　　2026 年（令和 8 年）5 月1日

福祉だよりは、点字版、音訳版も発行していますので、ご利用ください。 使用済み切手、ベルマーク集めています！　ボランティアセンター☎042-396-1533

社
協
会
員
随
時
募
集
中
！
　あ
な
た
の
会
費
で
地
域
福
祉
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。



042-399-3211

久米川
補聴器

専門店
サンタ

イム

ご相談・試聴貸出いつでも無料

出張相談承ります
認定補聴器専門店 メーカー各種取扱い

おかげさまで30年おかげさまで30年

0120-51-4133
久米川駅南口徒歩1分　東村山市栄町2-21-3

木曜定休　◯有　　　　　　　　 モザーク通り石山ビル1階P

　気候変動の影響でしょうか、記録的な少雨や全国的な山林火災の多発が続い
ています。残念ながら市内でも火災が相次いでおり、今年の元日に市内で起きた
住宅火災は、都内で一番最初の発生だったといいます。
　5月も比較的火災が多い時期と聞きます。東京消防庁では、住宅内の各居室や
台所、階段への住宅用火災警報器の設置を推奨しています。機器は電池で作動
するものですので、いざという時のために、電池切れがないか等の動作確認・点
検を時々されてみてはいかがでしょうか。

　3月1日号2面掲載の募金運動・義援金報告の記事におきまして、一円貨募金の金
額に誤りがありました。正しくは「3,525,878円」です。お詫びして訂正いたします。

木村 隆（野口町）

大熊鎭成様、千葉イチ様、藤原澄子様、横山孝子様、
（一社）東京都トラック協会多摩支部第六地区青年部様、
かどや建設株式会社様、東村山市立秋津小学校様、
ミニ喫茶はぎ 参加者様、武蔵野友の会様、
明治学院中学校・東村山高等学校PTA様、
JA東京みらい東村山地区女性部様、匿名10件

株式会社ルプラス様　生理用品

社協新規会員の
ご紹介

（令和8年2月～３月）
【個人会員】 33名

寄付者ご芳名（令和8年２月～３月）

合計 1,425,778円

ありがとうございます

毎月定額寄付者の
ご紹介

小林　喜博　様
匿名　4名

　毎年12月の障害者週間とともに、障がいに対する理解と
関心を広めるため、「障害者週間・福祉のつどい」を開催して
います。
　実行委員の皆さんは、多くの参加者に楽しみながら障がい
のことを知って頂けるよう、企画を実施します。特別な資格や
経験、年齢は問いません。どなたでもお待ちしています。

　万が一の時に自分や家族を守り、東村山を支えるための防災の基礎を学び、地域で活動する
ための講座です。災害時は地元（住民・地域性・ネットワーク）をよく知るあなたの力が必要です！
ボランティア初心者でも大丈夫。皆さまのご参加をお待ちしています。

■対　象：東村山市在住・在学・在勤の高校生以上の方で、全てのカリキュラムに参加できる方
■定　員：２５名（事前申込みが必要・先着順）
■参加費：1,800円(資料・保険代)
■会　場：社会福祉協議会地域福祉活動室　他
■その他：全回受講された方に、修了証及び“地域防災サポーター”缶バッジをお渡しします。
■申込み：５月１日（金）9時より、電話・メールでボランティアセンターへ
　　　　  ☎042-396-1533　メール vc@hm-shakyo.or.jp(申込みの際には、お名前・住所・電話番号をお知らせください)

今年で3年目を迎える東村山市第6次地域福祉活動計画｡
右記４つのアクションチームが様々な活動を進めています｡
子ども・若者の力をまちづくりに！つながりを実感できる東村山を
目指して、一緒に活動しませんか。

【アクションチ―ム】
①子ども・若者×『活躍』　
②子ども・若者×『居場所・交流』
③子ども・若者×『防災・防犯』
④『広報・活動支援』

【問合せ】
東村山市第６次地域福祉活動
計画担当（社会福祉協議会内）
☎０４２‒３９４‒６３３３

外国にルーツを持つ親子との交流会を行いました。
東村山市内には約4500人の外国にルーツを持つ方が暮らしています。言葉の壁は、教育や子育て、医療や福祉サービスなど生活に
欠かせない情報へのアクセスの難しさにもつながっています。こうした課題を解決していくためには、文化や言葉の違いを超えて交流
できる場を広げ、互いに支え合える関係を地域の中に築いていくことが大切だと考えています。

　昨年の障害者週間・福祉のつどいは、東村山高校ビームライフル
部をはじめとする多くのボランティアの皆さまのおかげで成功を収め
ました。
　今年もより多くの市民の皆さまがこのイベントに参加・
協力して頂ければと考えています。
　決して難しいことはありません。一緒に行動しませんか？

昨年度実行委員長より

　昨年度の障害者週間・福祉のつどいは、東村山高校
ビームライフル部をはじめとする多くのボランティア
の皆様のおかげで成功を収めました。
　来年度は、より多くの市民の皆様がこのイベントに
協力して頂ければと考えています。
　決して難しい事はありません、優しさと、少しだけの
勇気ある決断を望みます。

令和７年度実行委員長より

障害者週間・
福祉のつどい 実行委員

募集期間 ： ６月末まで
問合せ ： まちづくり支援係 ☎042-394-6333
　　　　メール machi@hm-shakyo.or.jp

障害者週間･
福祉のつどい
キャラクター

「つなぎんぼ」

▲市役所前販売 ▲パネル、作品展示 ▲ビームライフル体験

 

日　時

①

②

③

④

⑤

テーマ／内容
５月１６日（土）

午後1時30分～４時30分

５月23日（土）
午後1時30分～4時30分

５月30日（土）
午後1時30分～4時30分

6月6日（土）
午後1時30分～4時30分

6月１3日（土）
午後1時30分～4時30分

講義／今求められる地域防災の視点①
講師：蓑田圭二氏（１級危機管理士）

実践／防災まち歩き
～防災の視点でまちを見つめてみよう～

講義／今求められる地域防災の視点②
講師：蓑田圭二氏（１級危機管理士）

講義／今求められる地域防災の視点③
講師：蓑田圭二氏（１級危機管理士）

私たちにできる地域防災の実践例
地域防災団体

※内容は変更になる場合があります

募集

防災力アップ講座あなたの力が
東村山を救う

ちから

進行中！！

WE♥東村山プランWE♥東村山プラン東村山市第６次
地域福祉活動計画
東村山市第６次
地域福祉活動計画

おにぎり つくって たべて あそぼう!
居場所・交流チームの取り組み

大学での学びを
交流会で活かせたのは
とても嬉しかったです

貴重な体験を
ありがとうございました
次回も参加したいです

▲自分で握ったおにぎりを食べました ▲日本の遊びを一緒に楽しみました ▲日本で暮らす工夫をお聞きしました

家だと
野菜を食べないのに
皆で食べる事が
いいみたい

子どもが
皆と一緒に遊べて
うれしかった

折り紙を
教えてもらったよ

ボランティアの
大学生

参加者

おにぎりと
けんちん汁
お漬物

▲防災まち歩きの様子

・災害ボランティアの話を伺えてよかったです
・まち歩きから、まちの中に“防災”があること
を実感できました
・自分の家の備蓄品を再点検から始めます
・自治会の防災担当となり、防災の知識や活動
のヒントになりました
・市内の地形や気象
などを詳しく知るこ
とができ、いざ災害
が起こった時の想定
ができました

これまでの参加者の声

お詫びと訂正

大切に使わせていただきます
令和７年度寄付総額 ８,１７３,２４８円
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